
 

鴻巣市教育委員会告示第  １６号  

 

鴻巣市特別支援教育就学奨励費支給要綱を次のように定める。  

 

平成３０年１２月１７日    

 

鴻巣市教育委員会教育長  武  藤  宣  夫      

      

鴻巣市特別支援教育就学奨励費支給要綱   

 

（趣旨）  

第１条  この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９

年法律第１４４号）の趣旨にのっとり、市が設置する小中学校へ就学す

る学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３に規定

する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学す

る児童若しくは生徒（以下「児童生徒」という。）の保護者の経済的負

担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費（以下「就学奨励費」とい

う。）を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

⑴  特別支援学級  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第

２項の規定により設置された特別支援学級をいう。  

⑵  保護者  学校教育法第１６条に規定する保護者をいう。  

⑶  収入額  特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９

年政令第１５７号。以下「令」という。）第２条第１号の規定により

文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世

帯の収入の額をいう。  

⑷  需要額  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第８条第１項の

規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した前年１２月



 

末日時点における保護者の属する世帯の需要の額をいう。  

（支給対象者）  

第３条  就学奨励費の支給対象者は、児童生徒の保護者とする。ただし、

生活保護法第１３条に規定する教育扶助を受けている者及び鴻巣市就学

援助支給要綱（平成１９年３月１６日市長決裁）に基づく就学援助費の

支給を受けている者を除くものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、鴻巣市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）が特に必要と認める者については、支給対象者とすることがで

きる。  

（支弁区分）  

第４条  就学奨励費の支弁区分は、次に掲げるものとし、収入額及び需要

額の算定基準により決定するものとする。  

⑴  支弁区分Ⅰ  収入額が需要額の１．５倍未満の者  

⑵  支弁区分Ⅱ   収入額が需要額の１．５倍以上２．５倍未満の者  

⑶  支弁区分Ⅲ  収入額が需要額の２．５倍以上の者  

（支給対象経費）  

第５条  就学奨励費の支給対象となる経費は、次に掲げるものとする。た

だし、前条第３号に該当する支給対象者については、第２号の費用に限

る。  

⑴  学用品費・通学用品費  

⑵  通学費  

⑶  新入学児童生徒学用品費等  

⑷  校外活動費  

⑸  修学旅行費  

⑹  学校給食費  

（支給額）  

第６条  前条に掲げる費用に係る支給額は、毎年度国が定める特別支援教

育就学奨励費補助金（小学校及び中学校分）の限度額に準じ、予算の範

囲内において教育委員会が別に定める。  

（収入額・需要額調書の提出）  



 

第７条  就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、毎年度特別支援教

育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書（様式第１号）に必要な書類

を添えて当該児童生徒が就学する小中学校の校長（以下「校長」とい  

う。）を経由して教育委員会に提出しなければならない。  

（支弁区分の決定等）  

第８条  教育委員会は、前条の規定により提出された調書について審査し、

支弁区分の決定を行い、その結果を校長を経由して特別支援教育就学奨

励費支弁区分決定通知書（様式第２号）により当該保護者へ通知するも

のとする。  

（支給方法）               

第９条  教育委員会は、前条の規定により支弁区分の決定を受けた保護者

（以下「受給者」という。）に対し、口座振込の方法により就学奨励費

を支給するものとする。ただし、受給者が就学奨励費の受給の権限を校

長に委任したときは、校長はこれを直接受領することができる。  

（経費明細等の提出）  

第１０条  校長は、第５条第５号及び第６号の支出があった場合は、経費

明細のわかる書類を教育委員会に提出しなければならない。  

２  受給者は、第５条第１号及び第３号の支出があった場合は、領収書の

写しを教育委員会に提出しなければならない。  

（支給決定の取消し）  

第１１条  教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

⑴  辞退したとき。  

⑵  第３条に規定する支給対象の要件を欠いたとき。  

⑶  虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたとき。  

⑷  その他教育委員会が支給決定の取消が必要であると認めたとき。  

（返還）  

第１２条  教育委員会は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、

既に支給した就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。  

（その他）  



 

第１３条  この告示に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な

事項は、教育委員会が別に定める  

附  則  

この告示は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


